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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
統
計
不
正
と
自
治
体
間
の
負
担
格
差
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
二
〇
〇
四
年
に
抽
出
調
査
に
変
更
し
た
理
由
」
の
う
ち
「
他
の
自
治
体
」
か
ら
の
「
要
望
」
に
相
当
す
る
も

の
と
し
て
、
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
を
巡
る
不
適
切
な
取
扱
い
に
係
る
事
実
関
係
と
そ
の
評
価
等
に
関
す
る
報
告
書
」
（
平

成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日
毎
月
勤
労
統
計
調
査
等
に
関
す
る
特
別
監
察
委
員
会
公
表
。
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
、
「
「
平
成
十
五
（
二
千
三
）
年
度
毎
月
勤
労
統
計
調
査
ブ
ロ
ッ
ク
別
事
務
打
ち
合
わ
せ
会

質
疑
応
答
集
（
平
成

十
五
（
二
千
三
）
年
八
月
現
在
）
」
と
い
う
題
名
の
資
料
に
お
い
て
は
、
「
規
模
五
百
人
以
上
の
事
業
所
の
抽
出
率
が
一
／

一
と
な
っ
て
お
り
、
継
続
し
て
指
定
さ
れ
、
対
象
事
業
所
か
ら
も
苦
情
が
来
て
い
る
が
、
継
続
指
定
を
避
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
。
」
と
い
う
都
道
府
県
か
ら
の
質
問
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
該
質
問
を
行
っ
た

都
道
府
県
名
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
又
は
当
該
質
疑
応
答
集
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
樋
口
毎
月
勤
労
統
計
調
査
等
に

関
す
る
特
別
監
察
委
員
会
委
員
長
が
、
平
成
三
十
一
年
三
月
五
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
参
考
人
と
し
て
、「
神

奈
川
県
」
と
答
弁
し
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
不
公
平
な
取
扱
い
」
、
「
厚
生
労
働
省
の
統
計
部
署
の
リ
ス
ト
ラ
」
、
「
そ
の
場
し
の
ぎ
の
対
応
」
及
び

「
抜
本
的
な
統
計
改
革
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
東
京
都
で
全
数
調
査
に
戻

す
に
あ
た
り
、
十
六
年
ぶ
り
に
東
京
都
の
負
担
増
と
な
る
部
分
を
厚
生
労
働
省
直
轄
で
調
査
を
す
る
」
こ
と
（
以
下
「
直
轄

調
査
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
毎
月
勤
労
統
計
及
び
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
係
る
統
計
法
の
施
行
状
況
に
関
す
る
意

見
」
（
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日
統
計
委
第
一
号
。
以
下
「
意
見
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
「
東
京
都
の
「
五
百
人
以

上
規
模
の
事
業
所
」
の
全
数
調
査
を
可
及
的
速
や
か
に
履
行
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
「
諮
問
第
百
二
十
四
号
の

答
申

毎
月
勤
労
統
計
調
査
の
変
更
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
日
統
計
委
第
五
号
。
以
下
「
答
申
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
調
査
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
「
東
京
都
の
「
五
百
人
以
上
規
模
の
事
業
所
」
の
全
数
調
査
を
速
や
か
に
履

行
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
で
あ
り
、
適
当
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ま
ず
は
こ
う
し
た
意
見
及
び
答
申
に
沿
っ
て
、

毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
い
て
、
直
轄
調
査
の
方
法
に
よ
り
、
東
京
都
の
五
百
人
以
上
規
模
の
事
業
所
に
対
す
る
全
数
調
査

を
可
及
的
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
昨
年
、
大
阪
府
、
神
奈
川
県
、
愛
知
県
に
対
し
て
抽
出

二



調
査
に
切
り
替
え
る
と
一
度
は
連
絡
し
た
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
に
お
い
て
、「
「
五
百
人
以
上
事
業
所
全
数
調
査
」

と
す
る
調
査
計
画
に
反
す
る
調
査
方
法
を
、
漫
然
と
継
続
し
て
実
施
す
る
の
み
な
ら
ず
、
東
京
都
に
加
え
て
他
府
県
に
も
拡

大
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
法
令
遵
守
意
識
が
欠
如
し
て
い
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


